
合併浄化槽設置補助金の交付手続き 
                  建売住宅の場合 
                                    令和５年４月更新 

 
 
 
 協   議      
 

 ※必ず浄化槽工事着工前に交付申請をおこなうこと 

・浄化槽の設置補助に係る事前協議書〔第２号様式〕 

 ・建築確認通知書及び浄化槽調書の写し 

・浄化槽調書付属書類一式の写し 

  （付近見取図、平面図、配置図、放流経路図、認定書、浄化槽法定検査受付書の 

写し） 

 ・工事請負契約書の写し（契約不適合責任について明記） 

 ・計画変更届出書（建築主事印のあるもの）の写し（計画変更のある場合のみ） 

 ・登録証の写しおよび登録浄化槽管理票(Ｃ票) 

 ・排水に係る地元協議報告書 

 
 

  

 
 回   答      
   

※回答日から3年以内に交付申請がなされなければ、協議は無効となります  
浄化槽

工事着工      
   
 
 変更申請      
 

 
 ・変更承認申請書〔第４号様式〕 
 

 
   

※回答書で決められた期日までに設置工事を完了すること 
 
 工事完了      
   

 
 ・工事完成報告書〔第５号様式〕 

 ・浄化槽設置工事の状況を示す写真 

 ・チェックリスト〔第６号様式〕 

 
 完成報告      
 

 
  

 

 
 交付申請      
 

 

 ・四日市市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書〔第１号様式〕 

・建築物売買契約書の写し 

 ・浄化槽法第７条法定検査に係る変更届 

・法定検査受検に関する誓約書 

・浄化槽法定検査（定期検査）の継続受検依頼書（受付済）の写し 

・公共下水道接続確約書〔第７号様式〕（７年区域のみ） 

・住民票又は住民票閲覧同意書 

・内容確認書および現汚水処理状況に対応する添付書類（市内在住者のみ） 

 
  

 
交付決定      

 

※補助額は交付申請時点で定められている金額で交付されます 

※所有権移転登記は交付決定後に実施すること 

  

 
 実績報告      
 

 
 ・四日市市合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書〔第１２号様式の２〕 

 ・浄化槽保守点検業者との委託契約書の写し 

 ・浄化槽清掃業者との浄化槽維持管理業依頼書 

 ・建築物登記事項証明書 

・債権者登録申出書兼口座振込申出書 

・（交付申請時に住民票を提出された方は新たな住民票） 

 

 

 
  

 
 確定通知      ※実績報告時点で、申請者の住民票住所が浄化槽設置場所住所と同一であること 

※3月31日までに実績報告の提出および住民票の異動を完了すること 
  

 
 交付請求      
 

 
 ・四日市市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書〔第１４号様式〕 
 

 
   
 
 補助金交付 

※浄化槽の使用開始後３０日以内に、浄化槽使用開始報告書（様式第２号（第４条関係）を提出すること 


